
PLTサンドウィッチ
出願人 指定官庁受理官庁 国際事務局

国際調査期間

基礎出願

国際出願

（願明請図要）

12ヶ月 

優先権

送付手数料 
国際出願手数料 
調査手数料 
ここで全部取る

優先権の主張 
手続必要 
優先日16ヶ月以内 
8条（追加も可）

国際出願日の認定 
国際出願の点検 
つまり方式チェック

通知 通知の写し
国際出願日 
出願番号 記録原本

記録原本 
受理通知

調査用写し

記録原本受理通知

11条：出願日認定要件←パリ優先権別に発生 
資格/言語/意思/締結国/氏名 
明細書/請求の範囲→欠落補充可能 

14条：欠落補充命令 
著名/出願人/発明の名称/要約/所定の様式 
→補充しない時は国際出願はみなし取下

国際調査

国際調査報告 
and 見解書

送付

作成しないとき 
17(２)(a)の宣言 
理由：各国のため 
例えば審査能力が 
低い国のために 
審査基準を公開

発明の名称・要約を 
作成する場合あり 
理由：実体審査は 
ここだから。

出願日 
繰下げ

出願日 
そのまま
↓

図面補充 
は繰下げ

補充調査取扱手数料+補充調査手数料

補充国際 
調査機関

補充調査請求 
（セカンドオピニオン）

補充 
国際調査報告

優先日から28月内

報告の翻訳文作成

19条補正 
補正書/説明書

提出

請求の範囲 
一回だけ

調査報告送付から２ヶ月 or  
優先日から16ヶ月の何れか遅い日

国際公開

国際公開言語 
亜英西中独 
日韓葡仏露

２０条送達

（国際出願/国際調査報告）

国際公開後 or 
出願人の明示請求

国際予備審査請求書

国際予備 
審査機関

取扱手数料 + 予備審査手数料

調査報告送付から３ヶ月 or  
優先日から22ヶ月の何れか遅い日

国際予備審査請求書

国際予備審査 
請求期間経過 
後審査開始

請求書受理日を通知

通知通知した選択官庁を通知

翻訳の請求

国際調査 
機関

国際調査機関見解書の 
翻訳文作成

送付 送付 

（こんなの出たけど？）

国際調査見解の写し

19条補正の写し

「国際調査予備審査機関 
見解書」と読み替え

34条補正書 
答弁書

何れの範囲も 
差替補正可能 
特許庁側の補正 
くだりと同じ

国際予備審査

特許性に関する 
国際予備報告（第2章）

優先日から28日or 
予備審査開始から6月 

Or 
翻訳文受領から 
6月に何れか遅い日

特許性に関する 

国際予備報告（第1or2章）

予備審査請求 
されていない場合

送付

翻訳文/国際手数料

36条送達（国際予備報告/翻訳文/附属書類）

翻訳の請求

予備報告の翻訳文作成
送付 送付

18ヶ月

30ヶ月

選択官庁

指定官庁 
選択官庁
指定官庁 
選択官庁

指定官庁

優先日から 
22月前

選択 
官庁

調査用写し受領から 
3ヶ月又は優先日から 
9ヶ月の何れか遅い日

1回目の 
見解書

送付

秘

①

②

③

④

⑤
⑥

必ずついでに 
出願人に送る

⑦

⑧

⑨

必ずついでに 
出願人に送る

ここまで秘密 
だったのである

⑩

⑪

⑫

必ずついでに 
出願人に送る

必ずついでに 
出願人に送る

オプション

オプション

オプション

オプション

予備審査の時 
（第2章がある場合）

必ずついでに 
出願人に送る

必ずついでに 
出願人に送る

必ずついでに 
出願人に送る

送付
⑬

⑭

⑮

⑯



PLTサンドウィッチ
出願人 指定官庁受理官庁 国際事務局

補充国際 
調査期間

国際予備 
審査機関

選択 
官庁

秘


